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【会議の概要】  

１．開会  

２．あいさつ  

３．協議報告事項  

 ・学校規模適正化に係る作業イメージ  

・管内子ども数の推移  

・学校規模適正化の背景  

・学校規模適正化に係る基本的な考え方  

 

・協議事項  協議第 1 号 学校規模適正化の実施時期等について  

 

４．その他  

５．閉会  

 

 

１． 開会                       午後 7 時 30 分開会  

（事務局）定刻となりましたので、ただいまから第 2 回学校規模適正化一宮南地

区協議会が開催されます。  

開会あいさつの前に、新協議会委員の着任について報告します。一宮南地区協議会では、

小学校就学前の幼稚園、保育所の保護者代表の方にも委員としてお世話になることを確認

され、保育所保護者代表の 2 名の委員については、保護者会の役員等決定後に保育所から

ご連絡をいただくとしておりました。5 月に、一宮南保育所保護者代表（神戸地区在住の

代表保護者）、一宮ひかり保育所保護者代表（染河内地区在住の代表保護者）のご報告が

あり、本日の第 2 回協議会からご出席いただいています。新委員への教育委員会からの委

嘱書は、お二人の机上に既に配布をさせていただいておりますが、事務局から、新委員の
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紹介をさせていただきたいと思いますので、紹介にあわせ、自席にて立っていただければ

と思います。よろしくお願いします。  

 柴原  圭成  委員  一宮南保育所（神戸地区在住保護者代表）  

 長野  祐二  委員  一宮ひかり保育所（染河内地区在住保護者代表）  

ありがとうございました。  

 

協議会の議長は、協議会規則第 6 条第 3 項の規定により会長があたることとな

っています。この後、会長あいさつの後、議長により議事進行いただきます。  

 

２．あいさつ  

（議長）あいさつ  

 

３．会議成立報告  

（議長）ここで会議成立の報告をいたします。協議会規則第 6 条第 2 項の規定により、 

会議は委員の半数以上の出席をもって成立することとなっています。本日の出席委員  

は 23 人中 20 人でございますので、定足数を満たしており、この会議が成立している  

ことをご報告いたします。  

 次に、規則第 6 条 第 4 項の規定によりまして、市関係 部 局職員の協議会へ

の出席を求めまし たので報告します 。  

（事務局）協議報告事項の説明の前に、前回協議会以降の状況について、説明いたし

ます。 

4 月 15 日に第 1 回協議会が開催され、その後、5 月 21 日に第 1 回正副会長会を開催

いただきました。正副会長会では、第 2 回協議会は、学校規模適正化の実施時期等の

今後の協議にそなえ、学校規模適正化についての作業イメージやその背景、考え方に

ついて協議報告事項とし、まずは委員に適正化のイメージをつかんでいただく内容と

することを確認されました。  

また、幼稚園の在り方については、第 1 回協議会で、学校規模適正化実施後の幼稚

園のことが心配で適正化を進められない、幼稚園だけをそのまま残すのは好ましいこ

とでないと委員から意見が出され、出席の教育長からも幼稚園の在り方については、

小学校の規模適正化の実施時期にあわせてとすることを話させていただきました。し
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かし、幼稚園の在り方は、学校規模適正化と同時に進めている幼保一元化の地域の委

員会で、方向づけることになると考えてはいるが、今年度の幼保一元化地域の委員会

の開催については、昨年度までの委員の出身所属において役員交代等もあり、委員改

選も含め新たな委員構成にて調整したあと、 7 月中に、再開させていただき、幼稚園

の在り方も協議いただきたいと考えています。以上です。  

 

４．協議報告事項  

（議長）「 学校規模 適正化に係る作業 イメージ、管 内子ど も数の推移、学校

規模適正化の背景 、学校規模 適正化に 係る基本的な考え 方」について、事務

局より説明いたし ます。  

（ 事 務 局 ） 前回の協議会では、当一宮南地区で学校規模適正化について、地域の皆

さん、保護者の皆さんと話し合いをさせていただいた経過について、概要の説明をさ

せていただきましたが、5 月 21 日開催の正副会長会において、第 2 回協議会では、当

地区の児童数の今後の見込みなど、将来がイメージできる資料を見ていただくととも

に、この協議会で協議いただく項目や、どのような手順で決めていくのかなどを、委

員の皆さんに共通理解をしていただく場とすることで確認をいただきました。  

 まずは、簡単に子ども数の推移や適正化の推進にあたっての市の基本的な考え方に

ついてご説明させていただきたいと思います。  

6 ページの表は本年 4 月 1 日現在、宍粟市に住民登録をされている 0 歳から 14 歳（中

学校 3 年生まで）の 1 歳刻みの児童・生徒数の一覧の表です。全体で 5,011 人で、中

学生は 1,217 人、小学生は 1,078 人となっています。7 ページは神戸・染河内小学校

の学年ごとの児童数の現在の数と、本年 4 月 1 日までの出生人数をもとに、 7 年後の

平成 33 年度までの児童数の見込みを表にしたものです。   

8 ページの表は、0～14 歳の子どもの年齢別の男女比の一覧表です。この表をお示し

したのは、例えば 2 歳児は 9 人おられますが男子 8 人女子 1 人の学年となり、極端に

男女の人数差がある年齢もあるということもご承知おきいただきたくお示ししたもの

です。 

 9 ページでは、市が適正化を推進しようとした背景として、児童の減少により学校

の小規模化が進んでいることから、大規模校・小規模校それぞれに良い面があります

が、より集団教育の良さを活かせる環境づくりをしたいとして、子どもの一定の集団
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規模を確保して、社会性を育てたい、将来にわたっての生きる力を育てたい、そのよ

うな思いから適正化を計画だてて進めさせていただいています。平成元年度、平成 27

年度、平成 33 年度の小学校の児童数、また、学年の平均児童数等をあげさせていただ

いています。10 ページには一宮町内の状況、11 ページには一宮南地区の資料をつけて

います。市全体でも児童数が減少していますが、神戸、染河内地区においても、児童

数が大幅に減少し、1 学年の平均人数も減っていることの資料としてお示ししていま

す。 

12 ページは、行政懇談会でも配布済みの資料ですが、適正化推進に係る市の基本的

な考え方を示しています。①実施時期は市の考え方を踏まえながら地域としての方向

性を見出していただきたいとして、一宮南地区でも、地域の委員会を設置いただき、6

回にわたり委員会で協議いただいき適正化実施の方向性と、②の実施場所として神戸

小学校の場所での実施について決定いただいたところです。  

 ③の一旦閉校ですが、適正化実施にあたっては、すべての学校を閉じて、新しい学

校として出発いただくということで進めています。当地区では、神戸・染河内小とも

に閉校し、新しい学校としてスタートするということで、新しい学校の開設場所とな

る神戸小の地域・保護者の皆さんには、校名や校章・校歌が新しくなり、制服・体操

服なども変わることがあるということも説明をさせていただいたところです。  

 次に、④遠距離通学対策については、市として一定の距離基準を持ち合わせていま

すが、原則スクールバスを確保すること、また、⑤新しい学校づくりとして、現在も

各校で行っていただいていますが、それぞれの良い面を活かしながら、保護者や地域

の皆さんにご協力をいただいて、特色ある学校づくりを進めたいと思っています。  

続いて、市内の他校区の適正化の実施や協議の状況について報告させていただきま

す。 

 平成 24 年 4 月の千種中学校区での「千種小学校」の開校を皮切りに、 26 年 4 月に

山崎町内の土万・菅野小校区で「山崎西小学校」として開校しました。また、 27 年 4

月には波賀中学校区の波賀・野原・道谷の 3 小学校が一緒になり、新生「波賀小学校」

として開校しました。また、来年（ 28 年）4 月には一宮北中学校区の下三方・三方・

繁盛小学校が一つになって「一宮北小学校」としてスタートすることとして、現在ま

でに校名・校章デザイン・校歌の制作方法について決定され、現在は、遠距離通学対

策や制服・体操服、またＰＴＡ組織や規約、学校行事などについて、それぞれ専門部
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会で協議をいただいているところです。  

 他に山崎の伊水・都多小校区については現在も地域の委員会で協議中です。また、

山崎南中学校区の城下・戸原小については、適正化の協議を当面繰り延べることを地

域の委員会で決定をされています。  

13 ページは一般的に考えられている適正化のメリット・デメリットの例を示してい

ますが、市として小規模校や複式学級を否定しているものではなく、良い面も理解し

ていますが、集団教育の良さをより活かすために児童集団をつくるため適正化を推進

しているということをご理解いただきたいと思います。  

 14 ページは地域の委員会と地区協議会の祖域における作業イメージを示したもの

ですので、またご覧いただきたいと思います。  

 続いて、この協議会で協議いただく作業イメージをご説明させていただきます。資

料 2 ページをご覧ください。この協議会は新しい学校を設置するにあたって必要な項

目を決定・確認いただく場になります。具体的には、協議会で協議いただくための調

査・研究を行い、検討素案を作成いただくために専門部会を置き、その内容を全体協

議会で決定いただくという、イメージとお考えいただきたいと思います。  

 部会は、学校行事や教務、また備品や図書など、学校内の細部の調整を行う教職員

（先生方）のみで構成する部会≪教務部会≫、≪庶務・経理部会≫、≪図書部会≫と、

協議会委員さんに所属いただく部会≪総務部会≫、≪児童指導・保健体育部会≫、≪

ＰＴＡ・地域部会≫の 6 部会の構成でお願いしたいと考えています。  

 委員さん方にもお入りいただく部会での検討イメージですが、まず、先生方の部会

で調査・検討いただいて“たたき台”の作成後、それをもとに部会で検討・確認いた

だくということでお願いしたいと思っています。そして、専門部会で協議いただいた

内容や、協議会での提案などを正副会長会で確認後、協議会で協議いただき、決定・

確認をいただくという流れで進めさせていただきたいと思います。  

 

 続いて、資料 3 ページをご覧ください。実際に専門部会で協議いただく内容などは

どのようなものかですが、実際に委員さん方にお入りいただく専門部会についてご説

明させていただきます。  

 

（１）総務部会〔総務関係〕  
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 検討いただく事項は、校名、校章、通学路、遠距離通学者の対策、閉校式に係る連

絡調整などを想定しています。  

 具体的には、校名や校章の決定方法などは協議会で決定いただきますが、これまで

適正化実施の校区では、校名や校章デザインを、地域にお住まいの方、子どもたち、

地域にゆかりのある方から募集して、その中から決定することにし、その際に、多く

の募集の中から総務部会で一次案 10 点程度を選考いただいて、その後、協議会の中で

その中から 1 点を選考という方法がとられてきましたので、そのように表示していま

す。 

また、遠距離通学者の対策について、市として一定の距離の目安をもっていますが、

原則スクールバスの運行を考えています。そこで、スクールバスの運行地区をどうす

るかについて、部会の委員さん方にご協議をお願いしたいと考えています。  

2 つの地域の学校が一つになっていただくということで、お互いの地域の状況など

もそれぞれが理解をしながら、一緒になっていく、そのような意味からも部会でご協

議をお願いしたいと考えています。  

 

 

（２）児童指導・保健体育部会〔児童指導・保健体育関係〕  

検討いただく事項は、制服・体操服や水着、また通学靴や帽子など、学校ごとに少

しずつ違うと思いますが、新しい学校になるにあたって統一したものにしていくため

に、どのようにして決めるのかなどをご協議いただきたいと考えています。  

 

（３）ＰＴＡ・地域部会〔ＰＴＡ・地域関係〕  

検討いただく事項は、新しいＰＴＡ組織や役員の選考方法、ＰＴＡ規約やＰＴＡ会

計予算についてなどを調整・協議いただきたいと考えています。  

 

  次に、4 ページをご覧ください。この 4 月に新たな学校として開校した波賀小学

校の設置にあたって、波賀地区協議会での決定状況などを参考につけています。  

 まず、最初に地域の委員会で確認されていた実施時期・実施場所での実施について

第 1 回協議会で確認いただき、その後、校名・校章を募集して決定、他に校歌の制作

時期（開校時に校歌があるように作成する）の決定、そして、遠距離通学対策（スク
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ールバスの運行地区）の決定をいただき、協議会での協議期間は概ね 1 年半となりま

した。その間、協議会 9 回、正副会長会 8 回、委員さん方にお入りいただく専門部会

はそれぞれ 4～5 回の開催となりました。一宮南地区協議会でも最初に実施時期を決定

いただいてからが本格的な協議のスタートとなりますが、開校までに概ね 1 年から 1

年数カ月は必要だとお考えいただけたらと思います。  

 次に 5 ページをお開きください。こちらも波賀地区協議会の実際の例になりますが、

部会協議から協議会での決定・確認までの流れを示したものですので、参考としてご

覧をいただきたいと思います。  

 以上、大変簡単ですが、学校規模適正化に係る作業イメージの説明とさせていただ

きます。  

 

（議長）事務 局から 説明いただきまし たが、質問 、ご意見 ありましたら伺い

たいと思います。 ご質問等ございま せんか。  

（委員）会議冒頭 の 事務局の説明の再 度の確認 になるが 、幼保一元化につい

て、神戸・染河内の 小学校が一緒にな ろうとする 時期と、神戸・染河内の 幼

稚園が、幼稚 園のか たちとなるかは別 として、また 、幼保 一元化の実施かど

うかは別として、一 緒に なろうとする 時期を合わせると いうこと を、第１ 回

協議会においても 確認いただいたと 理解してよろしい か。  

（事務局）教育長 が 第 1 回協議会で述べたように、小学 校 が一緒に なろうと

する時期に、幼稚 園 が一緒になる時期 を合わせていこう とすると説明させ て

いただきました。  

（委員）染河 内小 学 校と神戸小学校が 統合する時 には 、神 戸・染河内の 幼稚

園も一緒になるこ と確認 するため、 質問させていただ きました。  

（事務局）小 学校と 幼稚園は 同時期と いうことで考えて い ます。ただ 、幼保

一元化の地域の委 員会 が再開されて おらず、まだ、正 式 な方向性 を関係者 に

説明していません が、教委としては 同時期ということ を考えてい ます。  

（委員）わかりま した。  

（委員）学校 の跡地 利用についてだが 、染河内小学校 、染河 内 幼稚園ともに

跡地の利用を検討 すると考えてよ ろ しいか。  
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（事務局）染 河内小 学校は、学校 規模 適 正化実施後に閉校 し、財産区分 では

普通財産となり、 跡地利用を考えて いくことにな りま す。  

一方、現在の 染河内 幼稚園 は、神 戸幼稚 園の園区が広が っ て、染河内か ら

の通園が可能とな った場合、現在の 染 河内幼稚園は休園 になると考えてい ま

す。休園の場合は 、染河内幼稚園の 園舎や 運動場は行 政財産のままとな り 、

小学校と同じ財産 区分とはならない ことになります。  

（委員）跡地 利用の 検討上、現在 の小学 校と幼稚園がある ところ は、一 体と

して、跡地利用を検 討するのが普通で す。行政として、小 学校、幼稚園の閉

じ方が違う事を理 由として、縦割り 的 な考え方とならな いように 、お願い し

たい。  

（企画総務部長 ）現 在の小学校 、幼稚園 ともに 、財産 区分で は行政目的で使

用する行政財産と して教育部所管と しています。ただ、小学校 閉校後は 、小

学校は区分では行 政目的で使用しな いことになり、普 通 財産として企画総 務

部所管となります 。ただ、跡地利 用につ いての検討は 、幼稚 園が幼保一元化

の進み具合にもよ りますが、幼稚園 が 閉園とならず休園 となった場合は、財

産区分上では、小 学 校と幼稚園は異な った区分となりま すが 、跡地利用に つ

いて検討の対象と なるのであれば、地 域の皆さんと協力 しながら一緒に考 え

たいと思っていま す。  

（議長）基本 的には 、幼小一緒に 、学校 規模 適正化適正化 や一緒に なること

を考えるという事 務局 説明でした。跡 地利用については 、もうしばらく先の

話かもしれないが 、今の説明で了解 いただきましたか 。  

（委員）わかりま した。  

 

（議長）他に質問 ありますか。  

（委員）幼稚園も 小 学校も それぞれが 同時期に一緒にな っていく というこ と

は、同時に話を進 め てい かなければな らないと思います が、そのことにつ い

て、今後どのよう に話を進めていか れるのか教えてほ しい。  

（事務局）波賀の 例 になりますが、 幼保一元化につい ては、幼稚園保護 者 、

保育所保護者、在 宅子育て保護者、 地域 代表が出席さ れた地域の委員会 で 、

幼稚園についても 一緒になりたいと いう方向性を確認 いただ きました。当 校
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区でも、まず、地 域 の委員会で 二つの 幼稚園 が一つにな ることについて協 議

を進めていただく 予定です。そ して、幼稚園のことは 、保 育所や在宅子育て

の保護者と関係し ないこともあるの で、幼保一元化協 議 を進めながら、二 つ

の園の関係者によ る協議をしていた だくことにな ると 考えてい ます。  

 この協議会でも 、幼稚園のことにつ いて情報交換しな がら、一緒になる 時

期を同 じとす るた め、学 校規模 適正 化協議 会の進 行、 幼保一 元化の 進行 、 2

園協議の進行、そ れ ぞれ 見計らいなが ら 、この協議会で は 学校規模 適正化の

協議を進めていく ことになると思い ます。  

（委員）一つの幼 稚 園とな れば、染河 内 からの 通園距離が 遠くなることも心

配 で あ り 、 小 学 校 の 規 模 適 正 化 協 議 に お け る 遠 距 離 通 学 対 策 の 協 議 と 一 緒

に、幼稚園の通園 方 法等について、協 議 してもらいたいと 考え ていますがど

うですか。  

（事務局）小学校 通 学の スクールバス 利用については、こ の協議会 で遠距離

通 学 対 策 と し て 協 議 い た だ く こ と に な り ま す 。 小 学 校 は 義 務 教 育 で あ る の

で、遠距離通 学対策 を講じていくこと にな りますが 、幼稚 園については 、保

護者による送迎が 原則であるこ とを まずご理解いただ きたい。ただ、学 校 規

模適正化の実施に あたり、適正化実 施 校区で 遠距離通学 の対象地区となっ た

ところについて、ス クールバスの運行 時 にバスに空き座 席の ある範囲で、対

象地区の園児保護 者が希望される場 合は、有料とはな る が、スクールバス に

混乗というかたち で、幼稚園に通園 いただ くことにな るのかなと思いま す 。 

（委員）幼保一元化 の地域の委員会は、平成 26 年 6 月 3 日に第 1 回、 27 年

3 月 4 日に第 2 回の委員会が開催され ているが、今までの 事務局等の 説明で

は、幼保一元化の 地 域の委員会が 開催 され ていなかった とも受け取 れる内 容

の発言がありまし た。今後 、学校規模 適正化地区協議会 、幼保一元化地域の

委員会について、 どのように開催さ れていくのか説明 をいただきたい。  

（事務 局） 27 年度 に なっ てから は 、 幼保一 元化地 域の 委員会 が開催 され て

おらず、地域や委 員 の皆様にご心配を おかけしていると いう趣旨の発言を さ

せていただいたつ もりだが、誤解を 招 くような言い方と なり申し訳ありま せ

んでした。第 3 回幼 保一元化地域の委 員会について 、 7 月中に開催予定であ

るということを改 めてお伝えさせて いただきます。  
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（委員）当初、一宮 南地区では、学校規 模 適正化と幼保一 元化について、一

つの組織として地 域の委員会を立ち 上げて委員会協議 を行 い、地域の委 員 会

協議において、学 校 規模 適正化につい ては 適正化実施の 方向性を確認する 決

定があった。そし て、 学校規模適正 化一宮南地区協議 会が設立され まし た 。

ま た 、 幼 保 一 元 化 に つ い て は 、 継 続 し て 地 域 の 委 員 会 で の 協 議 と し て 、 2 6

年度から単独の幼 保一元化地域の委 員会として協議が 継続され、2 回の委 員

会協議があり現在 も続いている 。学 校 規模 適正化一宮南 地区協議会で、幼 保

一元化のことを含 めて 進めていくと もとれる事務局 の 説明であったが、そ れ

では、地域の 委員会 委員に対して 、大変 失礼なことであり 、そこのところを

きちんと説明いた だきたいと思いま す。  

（事務局）当初、学 校規模 適正化と幼 保一元化について は、「学校規模適正

化・幼保一元化 地域 の委員会 」がありま したが、その後、学 校規模 適正化に

ついては適正化実 施の 方向性を確認 する委員会での決 定があり、 27 年 4 月

に一宮南地区学校 規模 適正化協議会 を立ち上げていた だ きました。そし て 、

幼保一元化につい ては、方向性 がまだ 決まって おらず 、引 き続 いて、幼 保一

元化地 域の委 員会 として 協議継 続い ただい てい ま す。 ただ、 2 6 年度 は、 地

域の委員会として、2 回の委員会開催の みとなり事務局と して 申し訳なく思

ってい ます。 2 7 年 度、幼 保一元 化地 域の委 員会の 委員 構成に おいて は、 そ

の出身組織におけ る 役職交代等もあ り、必要時は 委員 会 委員の交代や調整 等

させていただき、7 月中にも第 3 回幼保一元化地域の委 員会を開催させて い

ただきたいと思い ます。  

（議長）幼保一元 化 地域の委員会につ いては、出身役職 の 交代で 委員の交代

も必要ならば 、それ を行ってから 、 7 月中に幼保一元化地 域の委員会 第 3 回

委員会の開催があ り、そ こで、幼稚 園 のことなど を決定 していけば良いと 個

人的には思います 。先ほど、委員 から意 見として 、幼 稚園通 園のことも 心配

であり、学校規模 適 正化協議と一緒に 行ってはどうです かという意見だっ た

と思います。ただ一 方、委員の意 見のよ うに、幼保一 元化地 域の委員会とい

う組織がある以上 、それを活かしたな かで、幼稚園につ い て 話をすすめてい

かねばならないと いう趣旨の発言だ と思 います。私自 身 も幼保一元化地域 の

委員会で、まずは 幼 稚園の在り方につ いて協議をするべ きだと思う。委員 の
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皆さん、幼保一元 化 地域の委員会にて まずは協議すると して、ご理解いた だ

けますか。  

≪異議ありの声な し≫  

（議長）今後の学 校 規模 適正化の協議 については、先ほ ど 事務局から説明を

いただきましたが 、その作業イメージ として今後進めて いくとしてよろし い

か。  

≪異議ありの声な し≫  

（議長）とり あえず は 学校規模適正化 の協議について 、い つの時期に、一緒

になるかという事 を決めないといけ ない。そうでない と 、専門部会を 作っ て

協議するといいな がらもうまく部会 協議も進まない と も思われます。皆 さ ん

の意見をいただき ながら、小学校の 学 校規模 適正化の実 施時期をいつとす る

か決めていきたい と思 いますが、い かがでしょうか。  

≪異議ありの声な し≫  

（議長）学 校規模適 正化の地域の委員 会では 、適 正化実施 の方向性を確認し、

また、その時期に つ いては、なるべく 早 い時期に 実施する という ことまでは

確認しています。学 校規模適正化実施 計画 についての先 ほどの 事務局説明 で

は、一宮南地区は 、平成 30 年度を目標とする実施計画の 説明 でありました。 

さきほどの学校規 模 適正化の作業イ メージ や、他地区 の 適正化実施 スケジ

ュールについての 事務局説明による と 、平成 2 9 年 4 月 を一宮南地区の学 校

規模適正化実施時 期とすることがで きる という気もし ます。皆さんの意 見 を

お聞きしたいので 、お願いします 。  

（委員）学校規模 適 正化の作業工程的 に、事務局では何 年 ぐらい必要と 思わ

れますか。教 職員で の 原案づくり 、専門 部会での検討や 、教 職員 ワーキング

グループ等含めて 、どれぐらい必要と 思われ ますか。そ れ を聞いてから委員

として判断したい と思います。  

（事務局）他校区の 例からも、 1 年から 1 年半の期間は、実 施に向けて 必要

と思われます。平 成 28 年 4 月 1 日実 施となると、あ と 9 カ月しかな くこれ

は難しいと思われ ます。早くても、 2 9 年 4 月実施か、または 30 年 4 月実施

かと思われます。  

（委員）幼稚 園、保 育所のことも影響 があるとしても 、二 つの 幼稚園が一緒
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になることが同時 に進行することを 考えて、1 年から 1 年半ぐらいかかる と

思われますか。  

（事務局）今後、幼 保一元化の実施を 1 年から 1 年半で完了するというのは

難しいですが、幼 稚 園が一緒になるこ とについては、そ の 実施時期が決まれ

ば、それに向けて 努力していきます 。  

（委員）幼保 一元化 の取組については 、まずは一元化に向 け 、先行する 形と

して幼稚園が一緒 となり、その後、幼 保一元化の 実施に 向かって進んでい く

という流れをイメ ージして いますが 、それで 良いです か。  

（事務局）まずは 二 つの 幼稚園が一つ になるというのも 、一元化に向け た第

1 段階としてのステ ージかなとも思 い ます。そして、その 第 1 段階は、小学

校の学校規模適正 化の実施時期と合 わせていく と、理 解 いただければ良い と

思います。  

（議長）小学校の 校長先生方は、ど のように思われま すか。  

（校長）学校規模 適 正化実施後の校舎 が、児童にとって も う少し生活しやす

くて安全面に配慮 ある施設になれば いいなと思 います 。例えば、今の神戸 小

校舎は 3 階建てなので、支援児童の こ とも考え てエレベ ーターを設置する と

か、プール も 経年に よる老朽等のこと もあると思 います 。また、他校区 の規

模適正化では、適 正 化協議の準備期間 と施設改修の準備 期間が一致せず、苦

労されたとも聞い ており、一緒に事 が進んでいけばと 思います。  

（校長）学校規模 適 正化の実施時期は 、きちんと決定する 必要があると思い

ます。適正化 実施ま で に学校間の行事 の調整も あり 、例え ば、適正化ま での

準備段階で 、両校一 緒にやってみる こ とがあるかもしれ ない。先を 見越して 、

適正化実施までの タイムスケジュー ルを組んでいく必 要があ ります。適 正 化

の準備期間として 、 1 年から 1 年半というご意見も出され てはい ますが 、現

場としては、もう少 し、期間に余裕があ れば、準備調整の時 間も取れ、新学

校として、より良 い スタートが切れる のでは ないかと思 います。施設の面 で

は、神戸小学校舎 は 校舎内北側廊下が 雨漏りのため雨水 排水が校舎内に入 っ

ており、修繕をお願 いしたい。また可能 であれば 、校舎内段 差の解消 や、中

庭の小スペースを 集会等の場所とし て有効利用 できな いか等 、適正化の 実 施

時期に合わせて改 修検討いただけれ ば 良いなと思って います 。  
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（議長）市も財政 が 厳しい状況であり 、学校規模 適正化も それら も背景にあ

るだろうし、学校 現 場からは費用 がか かる検討依頼もあ ります 。よく考え て

取り組んでいただ きたいと思います 。  

（委員）二つの幼 稚 園が 一つとなるこ とについて、その 進 行状況 の不安がネ

ックにもなってい ます 。幼保一元化 の 取組も学校規模適 正化の取組と並行 し

て進められるとい う 事務局説明でし た が、神戸と染河 内 の幼稚園が一緒に な

るというのは 、形と してきちっと一緒 になること か 。それ とも、形はわ から

ないが、仮という ことで一緒になる のか 、経過措置と して 一緒になるの か 、

説明をお願いした い。  

（事務局）幼保一 元 化 として幼稚園、保 育所 の機能を一つ にしていこうと い

うことで計画を進 めて います。子ど も 数も少なくなって いるなか、集団化 に

より規模を確保し て保育していこう というのが市の方 針です。幼稚園を 一 つ

にすることで、幼 保 一元化が完結する ものではないとい う説明をさせてい た

だきました。  

（委員）幼保一元 化 の取組 が長引けば 、幼稚園も正式な統 合という 形では無

くて、二つの 園が一 緒になるという状 態が続いていきま すが、それは 、幼保

一元化の過程とし て 受け止めていた だかないといけな いかなと思います 。  

（委員）染河 内幼稚 園、神戸幼稚 園が一 緒になるというこ とは、対等に 一緒

になるというイメ ージを持っていま した。だから、幼 稚 園名も新しくなる と

思っていましたが 、それはどうなの か説明をお願いし ます。  

（事務局）幼保一 元 化計画では、幼稚 園 統合により新しい 幼稚園が発足する

ということは想定 しておりません。幼 稚園が一緒になる ということは、ど ち

らかの園に通うと いうことを考えて い ます。  

（委員）それは、 どちらかの園が吸 収するということ に なりますか。  

（事務局）教 委では 、園吸収とい うイメ ージは持ってい ま せん 。教委で は区

域外就園と説明さ せていただいてい ますが、一つの園 と なった場合、園名 は

変わることなく 、現 在使用の園の名前 を 使うことになり ます。ただ 、園児 の

増により、配置の 教 員数が増えるケー ス や、学校規模 適 正 化とあわせてです

が、通園方法が変 わっていく ケース 等は 想定されます 。  

（委員）その 場合、これからの話し合 いで、園の名 前を変 更するということ
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は可能ですか。  

（事務局）幼保一 元化 実施まで幼稚 園の 新園開設とい う事は 考えておら ず 、

どちらかの幼稚園 は休園となり、も う ひとつの園に通園 いただくことにな り

ます。園の名前を 変更することは考 えていません。  

（委員）今の 説明で は、染河内の 幼稚園 を残して、神 戸地区 から通園 いただ

き、染河内幼稚園 を次の園とするこ とも可能 と思いま すが、どう ですか 。  

（事務局） 2 園を １ 園とする場合、 1 園 をどちらにするか は、相談して決め

ていただくことに なります。  

（議長）幼保 につい ては、 7 月中の第 3 回幼保一元化の地 域の委員会で 話を

していかないと、こ の協議会では「仮に 」という話ばかりと なり、この協議

会の進行がおかし なことになります 。  

いずれにしても、一 宮南地区の学校規 模 適正化の実施時 期を 決めていかな

いと、学校 規模適正 化の協議も前に進 まないので 、今まで の話を総合すると、

29 年 4 月開校か、 または、 30 年 4 月 開校かということ にな りますが、学 校

現場としてはどち らとして考えられ ますか。  

（校長）児童交流に 最低 1 年間は必要と考えており、トー タルすると、 2 年

間ぐらいは必要か なと思いますが、こ の協議会で決めら れたことに 従って い

きたいと思います 。  

（委員）波賀 町の 学 校規模 適正化の例 でも、 1 年半ほどの 期間 で実施されて

おり、長い話し合 い でも 間延びもする とも思いますし、専 門部会での協議検

討の期間も必要で あり、 29 年 4 月 を 実施時期とすると してはどうでしょ う

か。  

（議長）委員 の皆 さ んから意見をいた だき、学校規模適 正 化実施の時期を決

めていきたいと思 います。  

（委員）個人 的には 、学校規模 適 正化の 流れが分かりにく く、今の時点 では、

29 年 4 月実施か 30 年 4 月実施か判断しにくいところで す。  

（委員）個人的に は、 29 年 4 月実 施 よりも、学校規模 適正化の準備期間 が

長くとれる 30 年 4 月の実施のほうが 良いと思います。  

（議長） 29 年 4 月 実施、または 、 30 年 4 月実施という 検討案を出してい た

だいているが、事 務局では、この期 間設定についてど うお考えですか。  
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（事務局） 29 年 4 月実施でも、 30 年 4 月実施でも、どち らでも対応でき る

と考えています。  

（委員）学校 長から 意見 のあった 、二つ の学校 における交 流事業とは、学校

規模適正化実施ま での 間に、事前に 二 つの学校 が交流に 取り組むというこ と

ですか。≪学校長  そうです≫  

（委員）市の学校 規模 適正化実施計 画では、 一宮南地 区は、 30 年 4 月 実 施

が目標とあること もあり、 30 年 4 月実施で良いのでは ないでしょうか。  

（議長）規模適正 化 までの 準備期間に 、学校制服などは早 めに決定したほう

が、スムーズに適 正化の取組が進む の でしょうか。  

（校長）初め に校名 や校章 の協議決定 があり、そし て、校 歌や制服など を協

議決定いただくこ とに なるでしょう が、1 年半が協議期 間となればすぐ実 施

の時期となるでし ょう 。制服など は 保 護者の思いもある だろうし、保護者 ア

ンケートや投票で 決められるかもし れないので、 3 0 年 4 月の学校規 模 適正

化実施となれば、ゆ とりを持 って準備 ができるというこ と ならないかと思 い

ます。  

（委員）学校 設備の ことや、神戸 小学校 への通学路等のこ とも あり、協 議会、

ＰＴＡとして改修 の要望 をしても、教 委として予算等の こともあり できな い

というようなこと では 困ることにな るだろうし、また 、その改修に必要な 期

間のこともあるだ ろう。その点、事 務局から 説明をい ただきたい。  

（事務局）施設整備 について 、神戸小学 校は 、市合併後、大 規模 改修を実施

しています。ただ、プール は設置から 年数 が経過し老朽 化しており、検討す

る予定です。特別 な 支援を要する児童 への配慮として、校 舎にエレベーター

設置の 予定 は して おり、 2 8 年度 予算 として 要求 す る予 定です 。 予算 措置 い

ただければ、 2 8 年 4 月以降の早 期に取 りかかりたいと思 ってい ます。事務

局としては、校舎 の 中の 大々的な改修 工事の予定はして いません が、適正 化

の実施ということ を別にして、でき る 限り修繕させてい ただきたいとは思 っ

ています。  

（委員）校舎北側 3 階廊下の水たまり の発生などは、安 全 面の上でも 改修を

してもらいたいと 思います 。また、プ ールについて も修 繕をお願いしたい と

ころです。  
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（事務局）修繕は 先 生方 とも確認して 、適正化に向けてで はなく安全上必要

なものとして、早 期に対応させてい ただきたいと考え ます。  

（委員）他府 県のこ とだが、不審 者 が侵 入して、先生 や生徒 が亡くなる痛ま

しい事件があった 。近年の不審者対策 のこともあり、学 校 規模 適正化を機会

に、学校周囲 を全部 、柵で囲むな ど、不 審者侵入防止など の対策は考えられ

ないでしょうか。  

（校長）かつ て神戸 小学校に在職 して いた 時に、安 全面強 化のため、学 校 周

囲に鎖をかけたこ とがあるが、地域 か ら ご指摘を受けた ことがあ ります。そ

れは、神戸小学校 開 設時から敷地内に 里道があり、通過 時 には運動場の端を

歩くなど、地域の 方 にも 一定の配慮は いただいてい ます が、地域として校 内

を歩いて通過する のは当然とする共 通した理解があ り 、学校を全部、柵で 囲

むというのは 、課題 があると思われ ま す。それより も現在 は、地域に開 かれ

た学校としてアピ ールし取り組んで いくことで、その 安 全の面での向上に 努

めているところで す。校舎設 備として は、大規模 改修事業 が済んだとはいえ、

中庭の池の周辺は タイルはがれ等も あり 、事務局にも 、一度確認いただこ う

かなと思っている 状況にあります。ま た、将来のスクー ル バスの経路のこと

にも関係しますが 、神戸小学校は立 地の状況、また創 立からの歴史の中 で 、

一宮南中学校や神 戸幼稚園への経路 として、小学校内 通 過が地域の中で認 知

されていいます 。ま た、中学校か ら幼稚 園前を通過して国 道へ出る道が 、染

河内方面からの生 活道となっていま す。また 、幼稚園入 口近辺は、年 に何度

か接触事故もある ので、全体と して、移動経路、保 安強化 のことなど含めて

よく考えていく必 要があるかなと思 います。  

（委員）神戸 小学校 へ通学は、神 戸地区 からは JＡ前の正門 から入 っている

と思いますが 、染河 内方面からは 、新し い経路のことでも あり、学校正 門は

あるのですが、ど こ から学校へ入校と いうことになるの か、周辺の道路環 境

や通学路からも、 はっきりとした経 路がわかりにくい 状況となってい ま す 。 

（委員）例えば、 3 0 年 4 月を一宮 南 地区学校規模 適正 化の実施時期と決 め

たうえで、それに 向 け て協議を進めて いくというように しないと、課題が あ

っても、解決に向 け前に進んでいか ないと思います。  

（議長） 30 年 4 月 というと、 現在の 委員も出身所属の 交代等 もあり、皆 さ
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ん、交代されてい るのではない でし ょうか 。だから、 2 9 年 4 月を実施 時 期

としてはどうでし ょうか。  

（委員）多くの委 員 から様々な意見が でて いるようです が、何を決めるの か

はっきりとした目 標がないと、議論 が 続くばかりで、こ の 協議会での決定事

項が決まっていか ないと思います。決 定することをまず は決めてから、議 論

するほうがいいと 思います。今日の協 議会資料 にも 、何を 決定していくのか 、

記載があれば議論 の方向性も締まっ てくると思うので すがどうでしょう か 。 

（議長）貴重な意 見 をいただ きました 。第 1 回協議会では委員委嘱といろい

ろな話し合いを持 っていただいた。第 2 回協議会では、協議会協議を進め る

上で適正化の実施 時期を決め る必要 がある。そのため に は、全員が作業イ メ

ー ジ の 全 体 像 を 共 通 理 解 し て か ら の ほ う が 、 実 施 時 期 を 決 め や す い だ ろ う

と、正副会長会で 調整し、本日の第 2 回の協議会での協 議となっています 。 

（委員）まずは決 め ていく事が今日の 議論を通して決ま り、次回で決定し て

もいいと思うので 、何を決めるか目 標があったほうが いいと思います。  

（事務局）この一 宮 南地区 協議会では 、まずは学校規模 適 正化の実施時期を

決めていただきた いと考えています 。ただ、時期を 決める にあたって、作業

のイメージもわか らないということ になると、決定い た だくのも難しいの か

なということで、今 回は協議会の作業 イメー ジを共有す るという主眼で資 料

作成しており 、その 点は ご容赦をいた だきたいと思いま す。今日 、学校規模

適正化の実施時期 を 決めていただけ れば 、次回以降は 、専門部会の構成は ど

うするかというこ となど、目標年次 ま でのスケジュール 等、協議いただく こ

とになると思いま す。  

（議長）議長裁量で 実施時期を決定と もいかないのです が、今までの議論か

らは、 29 年 4 月を実施時期してはど うかと思いますが 、どうですか。  

（委員）それは、 幼稚園の事も含め て、 29 年 4 月実施でしょうか。  

（議長）幼稚園につ いては、7 月中実施 の幼保一元化地域 の委員会 で、神戸・

染河内の幼稚園の 方向性が決まれば の話ですが…。  

（委員）少し早い ような気もするの ですが・・・。  

（委員）協議期間 が 長くなっても、協 議 会委員の任期は変 わらないと聞きま

したが、その点は どうですか。  
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（事務局）協議会 規 則では、協議会委 員 の任期は学校規模 適正化実施の前日

までとなっていま す。ただ、 PTA 等組 織から選考 された 委員の方もあり、そ

の場合は、委員交 代 でなく、委員を新 た に増やしていくこ とも可能と 考えて

おり、事務局とし て は委員の皆さんに 残っていただく こ とを お願いしたい と

思っています。  

（議長）今から 3 年 後の学校規模適正 化の実施となると 、現在の委員さんも

3 年 間 は お 世 話 に な る と い う こ と も 考 え ら れ ま す が 、 そ の 理 解 は よ ろ し い

か。  

≪委員から異議あ りの声なし≫  

（議長） 29 年 4 月実施が早いようで したら、 1 年延ばし て、 30 年 4 月を実

施時期とするかと いう事になります がどうでしょうか 。  

（議長）そ れでは改 めてお伺いします 。一宮南地区学校規 模 適正化について、

30 年 4 月ならば賛 成されますか。 30 年 4 月開校に向か って 準備を進めて い

くことで異議あり ませんか。  

≪委員から異議あ りの声なし≫  

（委員）一宮北地区 、伊水・都多地区で も、学校規模適正化 について色々と

課題もあるようで すが、その 課題を突 き詰めると 、それは 多くのことでなく、

何か 2， 3 つのこ と であるだろう と思 います 。事務局に は、それを事前に 調

べるなりして提議 いただきたいとも 思 います。課題に つ いて、どうでしょ う

かという問いかけ では、議論の中身 も 定まらず前にいか ないので、よろし く

お願いします。  

（議長）貴重な意見 、ありがとうござい ました。さきほど、わたくし議長か

らの確認として、 学校規模適正化の 実施時期を 3 0 年 4 月とすることにつ い

て確認したところ 、委員から異議はあ りませんでした 。た だ、改 めて実 施時

期を委員拍手でも って その決をとり たいと思います。一 宮南地区学校規模 適

正化の実施時期を 3 0 年 4 月とすることで、承認の方は拍 手 をお願いします。 

≪委員拍手多数≫  

（議長）拍手多数 を 確認しました。一 宮 南地区学校規模 適 正化の実施時期を

30 年 4 月とします。  
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５．その他  

（議長）次 回の協議 会の協議内容 、開催 日について 事務局 からお願いします。 

（事務局）次回は 、専門部会の設置や その構成はどうす るかという協議に な

ると思いますが、今 月中に幼保一元化 地域の委員会の開 催もあり、それを 見

据えながら 、正副会 長会を開催後 、協議 会開催のご案内を したいと思います。 

（委員）部会 の委員 構成では、正 副会長 が部会長としても 、活動いただくこ

とになるのですか 。  

（事務局）専門部 会 設置規約で、専門 部 会では学校の校長 、教頭が部会長を

務めることが決ま っています。また、部会員の構成につ いては、個々 の お考

えもあるでしょう し、地域での 割り振 り、出身所属 のこと もあるので、部会

員の構成について は、正副会長会で まずは調整いただ くことになります 。  

また、協議会での協 議内容は、正副会長 会で協議原案を 確 認し、本協議 会

で協議という事に なっています。本 日 の第 2 回協議会も事前の正副会長会 で

内容等確認いただ いき、まずは協議 会 で協議の全体像を 委員の共通理解 い た

だいた後、実施時 期 等 について協議を いただくというこ とで、資料等準備 さ

せていただきまし た。  

（議長）次回 協議会 は、正副会長 会で事 務局とも調整し 、ご 案内させていた

だきます。これで 本日の協議会協議 を終了します。  

 

６．閉会  

（副会長）会長、副 会長、委員が意見交 換いただき、本日も 協議いただいた

こと感謝申し上げ ます。学校規模適 正 化についても、そ の 取り組みは簡単な

ことではないとは 思いますが、実施 時 期を 30 年 4 月とする決定をいただき 、

そのことで、協議 を 通した課題解決に 向けた取り組みも 、前向きに進んでい

くものと思います 。  

 校名、校章 、校歌 の決定も大事なも のではあ りますが 、また違うところに

課題もあるのかな とも思いますが、委 員の皆さんのご協 力で 協議会を前向 き

に進めていきたい と思います。本日 はありがとうござ いました。  

 

午後９時０８分閉会  
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 ・長野委員（一宮ひかり保育所保護者代表）   

 ・田中委員（神戸小学校長）       ・水口委員（染河内小学校長）   

 ・長川委員（一宮南中学校長）  

 

特別出席者  

 ・落岩一宮市民局長          ・中村企画総務部長     

        

事務局  
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